
 

公益財団法人片野重脩交通遺児奨学会の概要について 

 

１．名称 

公益財団法人片野重脩交通遺児奨学会 

２．目的 

秋田県内に居住する交通遺児で高校に進学又は在学し、経済的理由から

学資の支弁が困難な者に対し、学資金を補助する事を目的とする。 

３．所在地 

秋田県横手市前郷二番町四番十号羽後交通株式会社内におく。 

理事長 齋藤善一（羽後交通・代表取締役社長） 

４．運営方法 

基本財産（５千万円）の運用による利子収入と賛助金をもって運営する。 

５．補助事業 

高校生１人月額１万６千円を給付する。（返済の義務はありません） 

昭和５４年度以降毎年１～８名を採用している。 

毎年度若干名採用予定。 

基本財産の強化を図りつつ将来額及び対象者を増やしていきたい。 

６．制約 

返済義務、その他の制約はないが、卒業退学等により資格を失う。 

７．募集 

毎年１１～１２月中に県内各中学校・高校宛に推薦募集の案内を送付。 

希望者は各学校を通じて申請書を提出。 

８．選考 

書類審査のうえ、当会理事会において決定する。 

 

 

〔お問合せ〕羽後交通株式会社社長室 

電話（０１８２）３２－４１５２  FAX（０１８２）３２－７１２２ 


